
【小規模事業者持続化補助金とは？】
小規模事業者が販路開拓をする際の経費の一部（通常枠：上限50万円 補助率2/3）を補助する。

自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組

を支援する国の制度。申請に際しては、「経営計画」および「補助事業計画」の作成が必須。

※満たさなければならない要件が他にもあります。

※事前に詳細を知りたい方は補助金サイトをご確認ください。

https://r3.jizokukahojokin.info/

・ガイドブック ・公募要領

・申請書類様式 ・よくあるご質問 などがあります。
〈補助金サイト〉

≪補助対象となる経費≫

≪補助金の対象者とは？≫

※ガイドブック第3版（2022年4月11日）を基に作成しています。

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者
は含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくあるご質問」を確認ください。

※特定非営利活動法人の要件や対象外の業種は、公募要領「２．補助対象者」をご確認ください。

https://r3.jizokukahojokin.info/
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_qa.pdf
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf

